
《議題２》 
 

内部統制の整備及び運用の状況について 

 

 

Ⅰ 取組の概要 

１ 推進部局（総務部行政改革推進課スマート県庁推進室） 

  ① 内部統制基本方針の策定（令和２年３月３０日付） 

  ② 内部統制体制の整備 

    令和２年度千葉県コンプライアンス推進計画に基づき、千葉県コンプライアンス

推進本部のもと、年間を通じて内部統制制度の推進について取り組むこととした。 

  ③ リスクの把握・評価・リスク対応策の整備 

・ 不適正経理、談合等、過去の不祥事事例を踏まえたリスク一覧の作成。 

・ 財務に関する事務の全てについて、事務の手続や確認事項を見える化する「作業

一覧表」、作業手順を図で示す「業務全体フロー図」、作業において想定されるリ

スクへの対応策を講じる「リスク評価シート」により構成する「内部統制３様式」

の作成。 

・ 全庁的に共通して行う事務において利用する標準的な内部統制３様式の整備。 

  ④ 内部統制の運用の推進 

・ 各所属が行う内部統制３様式に基づく日常業務推進の支援。 

 

２ 評価部局（総務部行政改革推進課リスクマネジメント推進室） 

○ 内部統制の整備状況及び運用状況の独立的評価 

 ・各所属が行う自己点検・自己評価等、日常的モニタリングへの支援。 

 ・日常的モニタリングでは発見できないような組織運営上の問題がないかを、別の 

視点から定期的または臨時に評価（監察の実施）。 

  ※今年度は、新型コロナウイルス感染症対策、高病原性鳥インフルエンザ対策等への対応のため、  

内部統制３様式等書面により、内部統制の整備・運用状況の評価を実施。 

 

Ⅱ 今後の予定 

  地方自治法の規定により、評価部局において内部統制評価報告書を作成。 

  その後、監査委員の審査に付し、議会に提出、公表する。 



 

※「内部統制３様式」の構成…①作業一覧表、②業務全体フロー図、③リスク評価シート
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内部統制制度の運用及び評価に係る体制の概要

議 会

○内部統制の整備状況及び運用状況について 監視

監査委員

○監査の実施 （内部統制に依拠した監査）

○内部統制評価報告書の 審査・意見の付記

（内部統制の有効性を審査）

○内部統制の整備状況・運用状況について監視を

行い、不備や不備の可能性を把握した場合は、

適切な改善や是正を求める

○組織目的の達成を阻害する事務上の要因を「リスク」と

してとらえ、あらかじめ「リスク対応策」を講じることで、

事務の適正執行を確保する

知事（内部統制最高責任者）

１ 内部統制基本方針の

策定・公表

２ 内部統制に関する

体制の整備

３ 内部統制の運用

４ 内部統制評価報告書

の作成

５ 監査委員の審査

６ 議会への提出・公表

内部統制 推進部局

（総務部行政改革推進課 スマート県庁推進室）

１ 内部統制基本方針の策定

２ 内部統制体制の整備

３ リスクの把握・評価・リスク対応策の整備

・リスク一覧の作成

・内部統制３様式※の標準形の整備（総括）

・各所属が行う内部統制３様式の整備の支援

・各所属が整備する内部統制３様式のとりまとめ、

検証、改善

４ 内部統制の運用の推進

・各所属が行うリスク対応策の実行の推進・支援

（内部統制３様式に定められたフロー等に

沿った日常業務実施の推進・支援）

内部統制 評価部局

（総務部行政改革推進課 リスクマネジメント推進室）

内部統制の整備状況及び運用状況の独立的評価

（独立的モニタリング）

① 全庁的な内部統制の評価

② 業務レベルの内部統制評価

（各所属が行う自己評価作業の支援）

各 部 局 （全 所 属 ）

【リスクの把握・評価・リスクの対応策の整備・運用】

１ 内部統制３様式の整備（内部統制３様式の整備を通じて、以下のことを行う）

① リスクの識別・分類：適正な事務処理プロセスを明らかにし、事務プロセスに内在するリスクを把握する

② リスクの分析・評価：把握したリスクの影響度・発生頻度を分析・評価する

③ リスク対応策の整備

２ 内部統制の運用（リスク対応策の実行）

内部統制３様式に定められたフロー等に沿って、日常の業務を行い、リスクへの対策を図る

【内部統制の評価】

内部統制の整備状況及び運用状況を、自己評価する

○○部

○○課 ○○課 ○○課

○○部

○○課 ○○課 ○○課

出先機関

助言・

指導 等

独立的

評価 等

相談・

報告 等

評価

報告

提出

助言・

指導 等

各部局主管課

部局内において、 内部統制制度が組織的

に適切に運用されるよう、適宜配慮

「財務に関する事務」に

係る組織横断的な事務

（契約・収入支出・財産

管理等）を総括する所属

内部統制３様式標準形の

作成、業務実施手順の

改善や所属への指導等

連携

出先機関等が行う業務の主務課

助言・指導 等

内部統制３様式標準形の作成、業務実施

手順の改善や所属への指導等

助言・

指導 等
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○内部統制のスケジュール（令和２年度会計分） 

   令和２年度 令和３年度 

6 月 7 月 ～ 9 月 10 月 ～ 12 月 1 月 ～ 3 月 4 月 ～ 6 月 7 月 ～ 9 月 10 月～ 
各所属 
 

       

各部局主管課 
 
 
 

       

推進部局 
(行政改革推進課 
スマート県庁推進室) 

 

  
 
 

     

評価部局 
(行政改革推進課  
リスクマネジメント 
推進室) 

  

 

 

 

     

監査委員 
(監査委員事務局) 

  

 

 

     

【留意】○推進部局・評価部局・監査委員事務局は、内部統制制度の運用及び評価において常時連携している。 
     ○各部局主管課は、部局内において内部統制制度が組織的に適切に運用されるよう、適宜配慮する。 
     ○財務に係る組織横断的な事務を総括する所属・出先機関等が行う業務の主務課は、内部統制３様式の標準形の作成を行うとともに、業務実施手順の改善

や所属への指導等を行う。 

内部統制 
３様式の 
作成等 

事務の 
洗出し 

運用開始→ 
自己評価 

経由
取り
纏め

取り
纏め 経由経由

運用・ 
評価 

(通知) 

対象事務 
の洗出し    
(照会)い 

確認取組内容の検討／リスク一覧の作成 
／内部統制３様式の作成（総括） 

内部統制 
３様式の 
作成等 
(依頼) 

 

評価方法の検討 
評価報告書の作成 

評価作業 
報告書
を議会
へ提出 

連

携 

事務局と審査方法を検討 
本庁 

職員調査 

報告書審査 

定期監査・ 
意見書提出 

報告書
を公表 
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内部統制に係る継続的なＰＤＣＡサイクルについて 

内部統制制度では、毎年度、ＰＤＣＡサイクルを継続的に繰り返します。 
 

 

 

 

 

＜ＰＤＣＡサイクルの概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク対応策の実行 

 P 

 D 

 A 

 C 

内部統制の取組内容の決定、 
リスク対応策の整備 

 

評価（モニタリング） 

改善 反映 

 担当課等 ステップ 具体的作業 

Ｐ 
Plan 

（計画） 

行政改革推進課  
スマート県庁推進室 

取組内容の決定  

リスク一覧の作成 
過去の不祥事例や監査委員からの指摘等を踏まえ、 
リスク一覧を作成 

＜総括＞ 
行政改革推進課  

スマート県庁推進室 
＜担当課＞ 
・「財務に関する事務」に係

る組織横断的な事務（契
約・収入支出・財産管理
等）を総括する所属 

・出先機関等が行う業務の
主務課          他 

リスクの把握・評価・
リスク対応策の整備
に向けた作業 
 

内部統制３様式の標準形を作成、修正（担当課） 
→作業一覧表、業務全体フロー図により、事務の 

適正性の確保に向けた、手順の明確化・可視化・
標準化・共通化を実施 

→リスク評価シートにより、想定されるリスクと対応策
の明示 

 

行政改革推進課  
スマート県庁推進室 

取組内容の周知 
・内部統制の整備・運用方法等を全庁に周知 
・内部統制３様式の標準形をとりまとめ、全庁に周知 

各所属 
 

リスクの把握・評価・
リスク対応策の整備 

当該年度に自所属で利用する「内部統制３様式」を、 
標準形を元に整備する 

Ｄ 
Do 

（実行） 
各所属 

・リスク対応策の実行 
・自己点検 

内部統制３様式により定められたフロー等に沿って日常
の業務を行う（具体的には、①作業一覧表の流れに  
沿って業務が進められているか、②業務全体フロー図
によりリスクの発生個所、発生し得るリスクを理解して 
いるか、③リスク評価シートによりリスクの重要性、発生
原因、対策を認識しているか、を関連する業務の担当
職員により評価・検討し、内部統制が有効に機能してい
ることを、随時、自己点検しながら事務を行う） 

Ｃ 
Check 
（評価） 

 

各所属 自己評価 

・内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を自己
評価し、改善案を検討 

・自己評価の際に確認した整備上・運用上の不備を、 
速やかに行政改革推進課リスクマネジメント推進室に
報告する 

行政改革推進課 
リスクマネジメント推進室 

独立的評価 
評価報告書の作成 

事務が適正に執行されているか、リスク対策が十分か 
点検し、必要な改善等を求める 

監査委員 

監査の実施 内部統制に依拠した監査を実施する 

評価報告書の審査 内部統制評価報告書の 審査・意見の付記 

整備状況・運用状況
の監視 
 

内部統制の整備状況・運用状況について監視を行い、
不備や不備の可能性を把握した場合は、適切な改善や
是正を求める 

知事（行政改革推進課  
リスクマネジメント推進室） 

→議会・住民 

評価報告書の提出・
公表 

監査委員の意見が付された評価報告書を議会に提出
するとともに、住民に公表する 

Ａ 
Action 
（改善） 

行政改革推進課 
スマート県庁推進室 改善 

各所属における整備・運用状況、評価部局による独立
的評価、監査委員からの指摘等を踏まえ、次年度の 
取組を検討 

各所属 リスク対応策の改善案を実施 

 


